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事業評価書（事前・事後）

平成１４年１２月

評価対象 事務事業名 自営廃業に伴う離職者等の再就職活動支援（ ）

担当部局・課 主管課 職業安定局雇用開発課

関係課

１．事務事業の内容

( ) 関連する政策体系の施策目標1
番号

基本目標 ４ 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場におい

て労働者の職業の安定を図ること

施策目標 ２ 雇用機会を創出するとともに雇用の安定を図ること

Ⅱ 地域の実情に即した雇用機会の創出等を図ること

( ) 事務事業の概要2
事業内容（新規・一部新規）

自営業者をはじめとする零細事業者の多くを会員として抱える地域の商工団体等

が、自営廃業に伴う離職者等の就業対策として会員事業者の雇用面での支援に取り組

む場合において、その事業内容が国で実施する地域求職活動援助事業と合致する場合

に、当該取り組みに対して、担当者の確保の他、以下の事業についての支援を行う。

①就職に資する情報（求人情報、各種支援策情報）の収集・提供

②再就職に向けての就職ガイダンス、職業講習等

③再就職等に関する出張相談や専門的カウンセリングの実施

予算額 （単位：百万円）

Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５

356－ － － －

( ) 問題分析3
①現状分析

厳しい経済情勢の下、自営業者や零細個人企業については、廃業を余儀なくされる

ケースが急増している。これは雇用者数の減少を上回るペースとなっており、今後、

より一層の構造改革が進められる中で、廃業する自営業主並びにそれに伴い失業する

家族従業者及び零細個人企業の被雇用者の更なる発生が懸念されるところであり、こ

うしたことから、完全失業者の発生抑制が喫緊の課題となっている。

なお 「平成 年事業所・企業統計調査（総務省統計局 」によれば、個人事業者、 ）11
の廃業等に伴い雇用されていた者の失業者累計が平成８年から平成 年までの３年11
間で、１４１万人となっており、年平均４７万人の失業者が発生している。



また 「労働力調査(平成 年５月：総務省統計局)」において、雇用者が９ヵ月連、 14
続減少し、対前年同月比－１．７％（９３万人減）であるのに対し、自営業主・家族

従業者は２８ヵ月連続減少し、対前年同月比－２．７％（２７万人減）となっている

ことから、失業者の発生が増加傾向にある。

②原因分析

自営業者や零細事業者を会員として多く抱える商工団体等では、従来から会員事業

者の倒産防止のための相談事業等を行うとともに、一定の制約の下で会員同士による

就業の場の提供などを行い、雇用・就業問題にも対応しているが、現下の厳しい経済

情勢の下で増大する一方の会員事業者の倒産・廃業にともなう失業者に比し、十分な

支援策を講じることができず、当該失業者の円滑な就職がなされなくなっている。

③問題点

今後商工団体等が行う前述の取組がより効果的な事業として展開されるよう、雇用

・就業面での積極的な支援を行い、自営廃業に伴う離職者等に対して再就職活動に必

要な情報提供を行うほか、職場定着のための事業を実施することにより、これらの者

の円滑な再就職の促進を図る必要がある。

④事務事業の必要性

今後、より一層の構造改革が進められることにより、自営廃業に伴う離職者等がさ

らに発生することが懸念されることから、自営業主等の情報を有し実情を熟知してい

る商工団体等が雇用・就業問題にも対応し、経営面から倒産・廃業後の再就職に至る

までの支援が一連の取組として実施されることは、きめ細かなセーフティネットの形

成という点で極めて有意義であり、国として積極的に支援する必要がある。

⑤これまでの評価結果の反映

実績評価書４－２－Ⅱの中で、平成１５年度からは一部新規として、自営廃業に伴

う離職者等に必要な情報提供や職場定着のための事業を行うこととしている。

( ) 事務事業の目標4
目標達成年度（又は政策効果発現時期） 地域求職活動援助計画期間内

アウトプット指標 Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 目標値基準値/
就職ガイダンスの開催

回数

（説明） （モニタリングの方法）

地域求職活動援助事業に係る就職ガイダ 地域求職活動援助事業実施結果・精算報告

ンスの開催回数 書による

２．評 価

( ) 必要性1
その他公益性の有無（主に官民の役割分担の観点から） 有 無

（理由）

地域雇用開発促進法において、各地域における地域雇用開発の促進に必要な施策の

推進に係る国の措置が規定されており、本事業は同法による求職活動援助地域におい



て実施される事業である。当該地域における雇用開発を促進し、雇用情勢の改善や住

民福祉の向上に資することになるため公益性が高く、行政が主体となって行う必要が

ある。

その他国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から） 有 無

（理由）

都道府県が策定し、厚生労働大臣が同意する地域求職活動援助計画は、都道府県と

国の連携により、当該地域の実情に応じた雇用に関する必要な施策を講じることとし

ている。

民営化や外部委託の可否 可 否

（理由）

本事業の実施にあたっては、求職活動援助地域内に居住する自営業者等についての

情報を有し、その実情を熟知している商工団体等に自営廃業に伴う離職者等の再就職

活動に関する事業について委託することとしている。

緊要性の有無 有 無

（理由）

厳しい経済情勢の下、自営業主や零細個人企業については、廃業を余儀なくされる

ケースが急増している。今後、構造改革のより一層の進展が見込まれる中で、廃業す

る自営業主並びにそれに伴い失業する家族従業者及び零細個人企業の被雇用者の更な

る発生が懸念されることから、早急に自営廃業に伴う離職者等が再就職するために必

要な情報の提供や職場定着のための事業を実施し、再就職の促進を図る必要がある。

( ) 有効性2
政策効果が発現する経路

各種支援策情報の周知→就職関連情報の提供、就職ガイダンス、職業講習→必要な

情報等の充足→再就職の促進

これまで達成された効果、今後見込まれる効果

地域求職活動援助計画期間中に廃業した自営業主並びにそれに伴い失業する家族従

業者及び零細個人企業の被雇用者に対し、事業者同士による就業の場の提供と相まっ

て必要な情報提供や職場定着のための事業を実施することにより、それらの者の再就

職が促進され、地域の雇用構造の改善が図られるものと見込まれる。

なお、平成１５年度は６０地域で延べ１，８００人を対象に就職ガイダンス等を行

う予定であり、これにより職業に関する情報が適切に提供されること等から自営廃業

に伴う離職者等の再就職の促進が見込まれる。

政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項

なし

( ) 効率性3
手段の適正性

地域雇用開発促進法に基づき、地域雇用開発が必要として、都道府県が地域求職活



動援助計画を策定し、厚生労働大臣が同意した場合、計画が雇用保険三事業の趣旨に

合致するものについては、当該計画中の事業主団体等への委託事業を実施することと

。 、 、している これにより 各都道府県の選択と責任による主体的な取り組みを基本とし

各都道府県の自主性を最大限発揮できるものとなることから、地域の実情に応じたも

のとして地域雇用開発が効率的に推進される。

また、このような取組の一環として、自営廃業に伴う離職者等への求職活動を支援

するうえでは、これらの者の特性や実情を踏まえつつ、再就職を促進するための事業

を展開する必要がある。このため、商工団体等が従来より実施している会員事業者の

、 、倒産防止のための相談事業に 新たに倒産・廃業後の離職者の再就職支援を委託して

一連の事業として実施することにより効率的にこれらの者の再就職の促進を図ること

ができる。

効果と費用との関係に関する分析

厳しい経済情勢の下、自営廃業者等が増加しているが、従来支援が行き届いていな

かった自営廃業者等に対し、商工団体等が実施する倒産防止事業等と相まって、雇用

・就業面での必要な情報提供やカウンセリング等、就職の促進及び職場定着のための

事業を行政が積極的に支援することにより、よりきめ細かなセーフティネットを形成

し、こうした者の再就職の促進が図られ、もって地域の雇用失業情勢の改善がなされ

ることから投入するコスト（３５６百万円）以上の効果が見込まれる。

他の類似施策（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無 有 無

（有の場合の整理の考え方）

( ) その他4
なし

３．特記事項

①学識経験を有する者の知見の活用に関する事項

なし

②各種政府決定との関係及び遵守状況

なし

③総務省による行政評価・監視等の状況

なし

④国会による決議等の状況（警告決議、付帯決議等）

なし

⑤会計検査院による指摘



なし


